
公  告 
 
次のとおり一般競争入札を行う。 

 
  令和７年６月３日 
 

安城市長 三 星 元 人     
 
１ 入札に付する事項 
（１）売却する市有財産 
  ア 種類 

 土地 
  イ 所在等  

所在 地番 登記地目 公簿面積 実測面積 
安城市桜井町城向

一丁目 
９番８ 宅地 １３４．９４㎡１３４．９４㎡

（２）最低売却価格（予定価格） 
   １９，６４６，０００円 
２ 入札参加資格 
  入札に参加できる者は、個人又は法人とする。ただし、次のいずれかに該当す

る者を除く。 
（１）未成年者（親権者の同意のある者を除く。） 
（２）成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 
（３）入札に参加しようとする者を妨害し、又は入札の公正な執行を妨げたと認め

られる者 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３２条第１項各号に掲げる者 
３ 実施要領の配布期間、場所及び方法 
  令和７年度安城市有地（桜井町城向一丁目）売払実施要領（以下「実施要領」

という。）の配布は、次のとおりとする。 
（１）配布期間 

 



   公告の日から令和７年８月２１日（木）まで（安城市の休日を定める条例（

平成２年安城市条例第２９号）第１条に規定する市の休日（以下「市の休日」

という。）を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 
（２）配布場所 
   安城市桜町１８番２３号 
   安城市役所本庁舎２階 総務部資産経営課資産管理係 
（３）配布方法 
   配布場所で配布するほか、安城市公式ウェブサイトからダウンロードするこ

とができる。 
４ 入札参加申込書の提出 
  入札に参加しようとする者は、入札参加申込書に実施要領で定める書類を添え

て次により提出しなければならない。 
（１）受付期間 
   令和７年８月１２日（火）から同月２１日（木）までの午前８時３０分から

午後５時１５分まで（市の休日を除く。） 
（２）提出場所 
   安城市桜町１８番２３号 
   安城市役所本庁舎２階 総務部資産経営課資産管理係 
（３）提出方法 
   提出場所に直接持参する方法に限る。 
５ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、納入通知書により入札保証金１，０００，００

０円を入札の開始前に納付しなければならない。 
６ 入札日時及び場所 
（１）日時 
   令和７年９月１日（月）午後１時３０分 
（２）場所 
   安城市役所さくら庁舎２階 第３５会議室 
７ 入札が無効となる場合 
  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
（１）入札参加資格を有しない者のした入札又は委任状を提出しない代理人のした

入札 



（２）所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 
（３）所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 
（４）入札に際して談合等による不正行為があった入札 
（５）市長又はその委任を受けて契約の締結をする者（以下「契約担当者」という。

）が事前に入手している情報どおりの入札結果となった入札 
（６）同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 
（７）他人の代理を兼ね、又は２以上の代理をした者のした入札 
（８）入札書に記名及び押印のない入札 
（９）入札書の記載事項が確認できない入札 
（１０）入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札 
（１１）入札書に当該入札に関係のない事項を記載した入札 
（１２）所定の入札書によらない入札 
（１３）この公告又は実施要領に違反した入札 
（１４）その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 
８ 落札者の決定 
（１）開札は、入札場所において入札の終了後直ちに、入札をした者（以下「入札

者」という。）の面前で行う。 
（２）入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち

会うものとする。この場合において、当該入札者は、出席していないことを理

由に異議を申し出ることができない。 
（３）開札の結果、入札者のうち、最低売却価格以上で最高価格の入札者を落札者

とし、直ちにその旨を入札者の面前で発表する。 
（４）最低売却価格以上で最高価格の入札者が複数あるときは、入札後直ちにくじ

による抽選を行い決定する。この場合において、入札者がくじを引かないとき

は、この入札事務に関係のない職員が代行するものとする。 
９ 契約に関する条件等 
（１）契約保証金の納付 
   落札者は、納入通知書により契約保証金（契約金額の１０分の１以上の額）

を令和７年９月１０日（水）までに納付しなければならない。 
（２）売買契約の締結 
   落札者との売買契約の締結は、実施要領に示す土地売買契約書の書式により

令和７年９月１０日（水）までに行うものとする。 



（３）売買代金の納付 
   落札者は、納入通知書により売買代金を令和７年１０月２４日（金）までに

納付しなければならない。 
（４）所有権の移転及び土地の引渡し 

所有権は、売買代金の全額を納付したときに落札者に移転するものとし、そ

れに伴い現状のまま落札者に引渡しがされたものとする。 
（５）用途の制限 
  ア 落札者は、引き渡された土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に

供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら第三者に所有権を移転

し、若しくは第三者に貸し付けてはならない。 
  イ 落札者は、引き渡された土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定により公の秩序等

を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、又

はこれらの用途に供されることを知りながら第三者に所有権を移転し、若し

くは第三者に貸し付けてはならない。 
１０ その他注意事項 
（１）入札に必要な一切の費用は、入札者の負担とする。 
（２）提出された書類等は、返還しない。 
（３）詳細は、実施要領による。 
１１ 問合せ先 
  〒４４６－８５０１ 

 安城市桜町１８番２３号 
 安城市総務部資産経営課資産管理係 

  電 話 ０５６６－７６－１１１１（代表） 
０５６６－７１－２２１０（直通） 

  ＦＡＸ ０５６６－７６－１１１２ 


